
川崎市景観アドバイザー会議の設置及び運営に関する要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 川崎市景観計画（平成３０年告示第６３９号）及び川崎市都市景観条例

（平成６年条例第３８号。以下「条例」という。）に基づく優れた景観の形成

を図るため、良好なデザインの誘導を行うことを目的として、専門家による技

術的な助言を行う川崎市景観アドバイザー会議（以下「会議」という。）を設

置する。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、次の事項を所掌する。 

（１）景観法（平成１６年法律第１１０号）第１６条第１項の規定による届出

及び同条第５項後段の規定による通知を行おうとする計画に係る都市景

観の形成に関する事項 

（２）公共施設の整備に係る都市景観の形成に関する事項 

（３）景観形成協議会からの都市景観の形成に関する相談事項 

（４）市民、事業者等からの都市景観の形成に関する相談事項 

（組織） 

第３条 会議は都市計画、建築、ランドスケープ、色彩等の都市景観の形成に関

し、市長が任用した専門的知識を有する者（以下「景観アドバイザー」という。）

で組織する。 

（招集） 

第４条 会議は、まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当が招集する。 

（相談の手続等） 

第５条 第２条に掲げる所掌事務を会議に相談をしようとする者は、事前に景
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観アドバイザー会議相談書（第１号様式）を市長に提出するものとする。ただ

し、条例第１１条の２第２項の規定による申出を行う者については、この限り

でない。 

２ 前項により相談した事項の結果については、相談した者に書面により示す

ものとする。 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は、まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当にお

いて処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、まちづ

くり局計画部長が定める。 

  附 則 

 この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 


